
 

 

八郎潟町ファミリー・サポート・センター 
 

ご利用の手引き（サポート会員向け） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  お申し込み・お問い合わせ 

☆八郎潟町子育て支援センター 

「にゃんぱち子育てらんど」 

℡：０１８―８２７―５６０２ 

 

☆八郎潟町 健康福祉課 ⑦番窓口 

℡：０１８－８７５－５８０８ 

 
八郎潟町の LINE で

仮登録できます！ 

 



 ファミリー・サポート・センターは、安心して子育てができるように、

子育てのお手伝いをしてほしい方（利用会員）と子育てのお手伝いをした

い方（サポート会員）が会員となって、双方の合意のもと、お子さんの預

かり等を行う有償ボランティアの会員組織です。 

 センターのアドバイザーは、利用会員の援助活動や要望にお応えできる

サポート会員を紹介し、安心して援助活動が行えるようにお手伝いします。 

 

〇センターのしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生後６ヶ月から小学生までの子どもを預けることができます。 

・預かり場所は利用会員宅やサポート会員宅、子育て支援センター 

（にゃんぱち子育てらんど）等、事前の面談で取り決めます。 

 

 

援助の申込みがあった場合、八郎潟町子育て支援センター「にゃんぱち

子育てらんど」内、八郎潟町ファミリー・サポート・センターのアドバイ

ザーから依頼があります。（℡０１８-８２７－５６０２） 

アドバイザー 

利用会員 サポート会員 

①援助申込み 
②援助の依頼 

⑥活動報告 
③３者で事前打合せ 

④援助活動 

⑤報酬の支払い 

 
学童保育やこども園のお迎えに 

間に合わないときの送迎 
 

 

保護者の通院やリフレッシュ等 

外出の際の子どもの預かり 

保護者の病気や冠婚葬祭などの 

急用時の子どもの預かり 

こんな時にご利用できます！ 

 小学校登校前の子どもの預かり 

や送迎 



〇登録から援助までの流れ 

 

①会員仮登録申込・・・センター、八郎潟町役場健康福祉課に備え付けの

申込書もしくは八郎潟町の LINE により仮登録の申

込み。 

 

②講習会に参加・・・センターが実施する講習会に参加し、本登録となり

ます。 

 

③センターから援助の申込みについて依頼 

・・・お引き受けの可否について伝えてください。 

 

④事前打合せ・・・利用会員、サポート会員、センターのアドバイザーの

３者で援助内容、預かり場所、日時など、保育に必要な

事柄を確認します。 

 ※２回目以降同様の預かり内容である場合等、省略することがあります。 

 

⑤サポート・終了・・・援助活動報告書を記載し、利用会員に確認、署名

してもらいます。料金と実費を利用会員からいただ

きます。 

 

 

〇援助活動報告書について 

 援助活動報告書は４枚複写になっています。３枠分記入できますが、利

用会員ごとに１枚、１回の活動ごとに１枠、兄弟など複数の子どもを預か

る場合は子ども１人につき１枠記入します。 

活動を終え、確認サインをもらったら、１枚目（利用会員用）について

は利用会員に渡し、２枚目（サポート会員用）については自身で保管して

ください。１枚目（利用会員用）については、領収書扱いにもなります。

３枚目（事務局用）と４枚目（町提出用）についてはなるべく切り離さず、

月末を目途にまとめて（その都度でも可）センターに渡してください。（翌

月５日迄） 

記載方法については記入例を参考にしてください。 

 



〇利用料金 

 利用料金は次のとおりになります。町等から利用料を助成するため、助

成額差し引き分の料金を利用会員からいただきます。また、交通費、食事

代等の実費については会員間で別途精算いただきます。 

 

子ども１人１時間あたりの利用料金 

利用会員の区分 利用料 助成額 
利用会員

支払額 

高校卒業年代以下の子ども一人を養育 ９００円 ４５０円 ４５０円 

高校卒業年代以下の子ども二人を養育 ９００円 ６００円 ３００円 

高校卒業年代以下の子ども三人以上を養育 ９００円 ９００円 0 円 

※補助上限額は、１年度あたり１世帯１５，０００円となります。上限を超えた分は、

上記利用料を直接サポート会員に支払っていただきます。 

※生後６ヵ月～小学生までの子どもを預けることができます。 

 

 利用料金の算定の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動

を開始したときから、サポート会員が利用会員若しくは利用会員が指定す

る者へ、子どもを引き渡したときまでの時間になります。時間の端数が３

０分以下の時は０．５時間とし、３０分を超えるときは１時間として計算

します。０．５時間の場合１時間あたりの料金の半額になります。 

 

〇八郎潟町からの助成金について 

助成金については、援助活動報告書を提出してから１か月後を目途に、

センターから受け取ってください。 

※助成金の町への申請は利用会員に代わりセンターが行うこととし、受領

については利用会員からセンターに委任することとしています。 

 

〇キャンセル料について 

前日までのキャンセルについては、料金がかからないことにしています。

当日の活動時間前のキャンセルは活動予定時間分の１/２の料金が発生し

ます。無断キャンセルについては、活動予定時間分全額のキャンセル料を

利用会員からお支払いいただくことになります。キャンセル料については、

町からの助成金はありません。 



〇援助活動に必要なもの 

 おむつやおやつ、おもちゃ等の援助活動に際して必要なものについては、

原則利用会員に用意いただきます。事前の打合せにより、サポート会員で

用意しても構いませんが、実費についての精算が発生します。無償での食

事提供などは他のサポート会員の活動と差が出来てしまうため、控えてい

ただくようお願いします。 

 

〇保険について 

 センターでは万が一の事故に備え、組織として保険に加入しています。 

次のような場合、補償の対象となります。 

 

・活動中の子どものケガ 

・活動中のサポート会員のケガ 

・活動中に他人にケガをさせた、物損してしまったことによる賠償 

 

〇万が一の事故の場合 

活動中子どもがケガをしてしまった、急に体調が悪くなった場合は、す

ぐに利用会員に連絡をとるとともに、子どもへの応急処置等を優先してく

ださい。合間を見てセンターへも連絡いただくようお願いします。 

その他活動中の自身のケガ、物損等についても保険で対応することとな

りますので、センターへ連絡いただくようお願いします。 

 

〇利用できないケースについて 

次の場合、事業は利用できないこととしております。 

 

・生後６ヶ月未満若しくは中学生以上の子どもの預かり 

・宿泊を伴う子どもの預かり 

・病児・病後児の子どもの預かり 

・面談による事前打合せを行っていない子どもの預かり（過去同様の内容

で預かりを行った場合を除く） 

・利用会員の家事支援 

 



〇準委任契約について 

援助活動は利用会員とサポート会員による「準委任契約」に基づくもの

で、双方の主体的合意と責任のもとに実施される性格のものです。原則と

して活動内容や報酬額等、会員同士で取り決められるところですが、会員

同士のトラブルや事故も予想されるため、センターではルールを決め、そ

のルールに従って活動してもらうことになります。 

 

〇その他 

 援助活動を通して得られた個人情報については、他に漏れることが無い

よう十分注意してください。退会後も同様です。 

 援助活動を政治、宗教、営利等の目的に利用することはできません。 

例）化粧品、健康食品、講演会などのチラシを渡す、または勧めるなど。 


